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要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いについて 

 

平素より、本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

本会では従前より、薬局は調剤の機能のみならず全ての医薬品の供給機能を併せ持つ

ことが「薬局の本来の姿」であるとの視点に立ち、要指導医薬品・一般用医薬品の取扱

いに積極的に取り組むべきとの考えのもと、様々な事業を展開してまいりました。今般

の薬機法改正によって薬機法第二条（薬局の定義）が改正されたことは、これまで本会

が目指してきた、本来の薬局の姿が法律においても規定されたものと理解しています。 

また、本会が令和３年５月に示した政策提言において、さらに、「薬局開設者に調剤

のみならず、要指導医薬品、一般用医薬品の取扱いと必要な薬学管理指導を行うことを

求めるべきである」、「処方薬とOTC医薬品双方の服薬情報を一元的に把握、フォローして

いくことが必要」と提言いたしました（別添１、P8・P14）。 

本会としては、特に、「要指導医薬品・第１類医薬品」は、薬剤師でなければ取扱い

ができない医薬品であり、地域住民に対する適切な医薬品の提供体制の構築には、薬剤

師が常時勤務している薬局で取扱うことが、その適正使用の観点から、必須であると考

えております。 

さらに、適正な医薬品販売には、リスクに応じた情報提供などの法令遵守を大前提と

した上で、使用者の状態等の必要な情報収集や正確な医薬品情報の提供、販売後のフォ

ローアップ等も、薬剤師に求められる重要な役割として、本年２月にとりまとめられた

「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議の中間とりまとめ」（本年２

月18日付け日薬業発第492号）において示されています。 

そこで、こうした状況に鑑み、本会一般用医薬品等委員会では、使用者の適切な医薬

品選択に資するべく、薬剤師による医薬品販売時の流れに沿って、法令遵守の観点及び

薬学的知見から確認すべき事項及び手順を整理し、フローチャートとして作成いたしま

した（別添２）。 

つきましては、貴会におかれまして、薬局の持つべき機能や、要指導医薬品・一般用

医薬品の薬局における取扱いについて改めて会員にご周知いただくとともに、薬局業務

において本フローチャートの積極的な活用をお願い申し上げます。 

なお、本フローチャートは、本会が実施する健康サポート薬局研修（研修会Ｂ）の新

しいプログラム（今秋施行予定）において、研修プログラムの基盤として活用していく

こととしています。研修会Ｂでは、薬剤師によるセルフメディケーションの適応判断も



含めた医薬品選択や販売時・販売後の対応を研修内容としていますので、併せてご活用

をお願いいたします。 

 

＜別添＞ 

１．国民が安心して医療の恩恵を受けられる、超高齢社会の実現のため、 

日本薬剤師会の政策提言（令和３年５月）抜粋 

２．要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認フローチャート 

 日本薬剤師会ホームページ＞会員ログイン＞OTC医薬品販売関連 

＞医薬品販売制度に係る資材(薬局掲示用ポスター・配布用チラシ) 

＞要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認フローチャート 

https://nichiyaku.info/member/iyaku/default.html 
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フォローアップ

販売製品の決定

情報提供の理解の確認等

○適切な医薬品・剤形の選択
○医薬品が症状に適合するかの再確認
・セルフチェックシートによる使用可否の判断
（要指導と第１類の場合）

本人確認

要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認フローチャート
【医薬品安全使用の推進とより適切な医薬品選択のために】

要指導医薬品は使用者本人以外に販売
できません。

需要者が使用者本人以外
かつ対象が要指導医薬品

使用者の基礎
情報等の確認

販売記録の作成

・販売日時 ・販売した製品名 ・販売数量
・情報提供の理解の確認結果
・販売、情報提供した薬剤師等の氏名
・（必要に応じて）購入者の連絡先、氏名、住所

（要指導・第１類は義務、第２類・第３類は努力義務）
※一元的把握のために、薬剤服用歴管理記録への記録も望ましい

（公社）日本薬剤師会 一般用医薬品等委員会

書面を用いた情報提供

○症状の確認 or 製品指定の場合、指定製品名の聞き取り

○使用者の目的・希望、
セルフメディケーションの範囲内であることの確認

○使用者の基本情報
・自薬局の薬剤服用歴管理記録、お薬手帳による確認 or自薬局の利用履歴がない場合は、聞き取り
・当該症状に対する既使用薬の確認
・（２回目以降継続購入の場合、必要に応じて）セルフチェックシートによる使用可否の判断

○当該医薬品の使用歴
使用歴あり（自薬局or他薬局）or使用歴なし

○その他の確認事項
・医療機関の受診の有無 ・当該症状以外に対する既使用薬
・健康食品等の使用の有無 ・症状の変化 ・既往歴 ・副作用歴 ・アレルギー歴、体質
・当該医薬品の連用又は濫用が予想される場合は、購入理由と販売数量の再確認
・その他（使用者の生活環境、職場環境の確認など）

第１手順

第２手順

第３手順

第５手順

第４手順

第６手順

第７手順

第８手順
○情報提供文書・添付文書情報の提供
（要指導・第１類は義務、第２類は努力義務）
（要指導は薬学的知見に基づく指導も義務）

○ （必要に応じて）かかりつけ医等への情報提供の同意取得、医師との連携
○販売後の経過観察（効果や副作用等の確認・報告）
○生活改善提案、生活環境の確認
〇再販売の可否（再来局時）

第９手順

第12手順

第10手順

第11手順

セルフメディケーション
の範囲内でない場合 受診勧奨する必要があ

ります。

当該医薬品の使用が適さない
場合等

他のOTC医薬品を推奨し

たり、受診勧奨する必要
があります。

セルフメディケーション
の範囲内でない場合 受診勧奨する必要があ

ります。

○理解度の確認と他に質問がないか確認
（要指導・第１類は義務、第２類は努力義務）

○お薬手帳への記載のフォロー
○セルフメディケーション税制の案内
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